
 

柏市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱  

 

制定  令和  ４年  ４月  １日  

施行  令和  ４年  ４月  １日  

 

 （目的）  

第１条  この要綱は，ディスポーザ排水処理システムの設置者又は  

使用者に対 し，デ ィスポーザ 排水処 理システム の維持 管理その他  

必要な事項 につい て指導を行 うこと により，公 共下水 道の機能及  

び構造の保全を図ることを目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ  

ぞれ当該各号に定めるところによる。  

 (1) ディスポーザ排水処理システム  ディスポーザ部（生ごみを   

破砕 する 部 位） で 破砕 した 生 ごみ を 含む 排水 を ，排 水 処理 部 で   

処理 して か ら公 共 下水 道へ 排 除す る 機器 の総 体 であ っ て， 公 益    

社 団 法 人 日 本 下 水 道 協 会 （ 以 下 「 協 会 」 と い う 。 ） の 定 め る

「下 水道 のた め の ディ スポ ーザ 排 水 処理 シス テム 性 能 基準 （案 ）

（平 成２ ５ 年３ 月 改定 版） 」 に適 合 し， 協会 か ら製 品 認証 を 受

けたもの。  

 (2) 設置者  当該ディスポーザ排水処理システムを設置する者を   

いう。  

  (3) 使用者  当該ディスポーザ排水処理システムを使用して下水   

を排 除し ， 維持 管 理に 関し て 最終 的 に責 任を 負 う者 で あり ， 戸   

建住 宅の 所 有者 又 は賃 借人 ， 賃貸 集 合住 宅の 所 有者 ， 分譲 集 合   

住宅の所有者又は管理組合等の代表者をいう。  

 (4) 管理組合等  前号の使用者に代わって維持管理を行う者をい   

う。  

 (5) 公共下水道  下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第   

３号に規定する公共下水道をいう。  

 （計画の提出等に関する指導）  

第３条  上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）は，設置



者が，ディス ポー ザ排水処理シ ステ ムを設置しよ うと するときは，

当該ディス ポーザ 排水処理シ ステム の設置及び 維持管 理に係る計

画（以下「 計画」 という。） を作成 し，柏市下 水道条 例（昭和４

８年柏市条 例第３ ０号）第５ 条の規 定による排 水設備 の新設等の

計画に係る 確認の 申請を行う 日まで に当該計画 の内容 を記載した

第１号から 第５号 までに掲げ る書類 及び図面に 第６号 から第１０

号までに掲 げる書 類及び図面 を添付 して 管理者 に提出 するよう指

導するものとする。  

 (1) 維持管理等計画概要書  

 (2) 設置場所の案内図  

 (3) 建築部配置図  

 (4) 排水設備設計図  

 (5) 維持管理計画書  

 (6) 製品認証を受けた旨の書面の写し  

 (7) ディスポーザ排水処理システムに係る仕様書の写し  

 (8) ディスポーザ排水処理システムの維持管理に係る業務委託契   

約書 （以 下 「契 約 書」 とい う 。） の 写し 又は 維 持管 理 業務 委 託

契約確約書  

 (9) 承継確約書  

 (10) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 管 理 者 が 必 要 と 認 め る 書 類 又

は図面  

２  前項第８号の維持管理業務委託契約確約書は，設置者がディス  

ポーザ排水 処理シ ステムの維 持管理 に係る業務 委託契 約を締結し  

た場合に速 やかに 契約書の写 しを提 出すること を 管理 者に確約す

る旨の書面とする。  

３  第１項第９号の承継確約書は，設置者が第６条の規定による説  

明を行うことを管理者に確約する旨の書面とする。  

４  管理者は，設置者が，計画を変更しようとするときは，あらか

じめ計画変 更届に 第１項各号 に掲げ る書類及び 図面の うち当該変

更に係るも のを添 付して 管理 者に提 出するよう 指導す るものとす

る。  

５  管理者は，設置者が，計画を廃止したときは，速やかに計画廃

止届を管理者に提出するよう指導するものとする。  



 （設置の完了の報告に関する指導）  

第４条  管理者は，設置者が，ディスポーザ排水処理システムの設

置の工事を 完了し たときは， 速やか に工事完了 届を 管 理者に提出

するよう指導するものとする。  

 （維持管理に関する指導）  

第５条  管理者は，前条の規定による工事完了届の提出があったと

き又は必要 がある と認めると きは， 使用者に対 し，次 に掲げる事

項を遵守するよう指導するものとする。  

  (1) 計画に基づき，ディスポーザ排水処理システムの維持管理を   

適切に行うこと。  

  (2) ディスポーザ排水処理システムの維持管理のうち，自らが適   

切に 行う こ とが 困 難な もの に つい て は， 当該 維 持管 理 を適 切 に   

行う こと が でき る 能力 又は 資 格を 有 する 者（ 以 下「 維 持管 理 事   

業者」という。）に委託すること。              

  (3) 前号の規定により維持管理事業者にディスポーザ排水処理シ   

ステ ムの 維 持管 理 を委 託し た 場合 に あっ ては ， 維持 管 理事 業 者   

が行 った 当 該維 持 管理 の内 容 につ い て報 告を さ せる と とも に ，   

当該 報告 が あっ た 日か ら３ 年 間当 該 報告 に係 る 書類 （ 以下 「 報   

告書」という。）を保存すること。  

２  管理者は，設置者が，第３条第１項各号に掲げる書類及び図面

の全部又は一 部を 管理者に提出 して いないときは ，使 用者に対し，

速やかに提 出され ていない書 類又は 図面を 管理 者に提 出するよう

指導するものとする。  

３  管理者は，使用者が，計画（ディスポーザ排水処理システムの

維持管理に 係る部 分に限る。 ）を変 更をしよう とする ときは，あ

らかじめ維 持管理 変更届に第 ３条第 １項各号に 掲げる 書類及び図

面のうち当 該変更 に係るもの を添付 して 管理者 に提出 するよう指

導するものとする。  

４  管理者は，公共下水道の機能及び構造の保全を図るため必要が

あると認め るとき は，使用者 に対し ，報告書の 写しを 管理者に提

出するよう指導するものとする。  

 （譲渡の際の説明に関する指導）  

第６条  管理者は，使用者が当該ディスポーザ排水処理システムを



他の者に譲 渡しよ うとすると きは， 当該譲渡を する際 に，その者

に対し前条 第１項 各 号に掲げ る事項 を遵守する ことを 説明するよ

う指導するものとする。  

 （立入調査等）  

第７条  管理者は，ディスポーザ排水処理システムの新設，増設及

び改築並び に維持 管理につい て必要 と判断した ときは ，使用者に

対して下水 道法（ 昭和３３年 法律第 ７９号）第 １３条 に基づく立

入調査を行うことができる。  

２  使用者は，前項の調査に協力しなければならない。  

 （補則）  

第８条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は，管理者が別に

定める。  

 

   附  則  

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。  


